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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS X 8341-1:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS X 8341 の規格群には，次に示す部編成がある。 
JIS X 8341-1 第 1 部：共通指針 

JIS X 8341-2 第 2 部：情報処理装置 

JIS X 8341-3 第 3 部：ウェブコンテンツ 

JIS X 8341-4 第 4 部：電気通信機器 

JIS X 8341-5 第 5 部：事務機器 
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高齢者・障害者等配慮設計指針－ 
情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス

－第 1 部：共通指針 
Guidelines for older persons and persons with disabilities- 

Information and communications equipment, software and services- 
Part 1: Common Guidelines 

 
序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO 9241-20 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項並びに附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格に

はない事項である。 

 

ハードウェア，ソフトウェア及びネットワーク技術を組み合わせた情報通信機器及びサービスを利用す

る人々の数が，情報通信機器及びサービスの種類が増えるにつれて増加している。我々の日常生活は，そ

のような機器及びサービスで埋め尽くされている。 

この規格の目的は，開発者を支援して，情報通信機器及びサービス（並びに，将来の新規性の高い又は

革新的な機器及びサービス）を最も幅広い層の人々が，その能力，障害，制限及び文化にかかわらず，利

用できるようにすることである。 

この規格は，特に身体，感覚及び／又は認知の障害をもっている個人の特性についての理解に基づいて

いる。しかし，アクセシビリティは多くの人々に影響を与える問題である。インタラクティブシステムの

利用者は，在宅者，生徒，技術者，事務員，販売員，ウェブ設計者などの役割を果たす消費者又は専門家

である。そのような様々な対象グループの個人は，身体，感覚及び認知の能力に大きな個人差があり，一

つ一つの対象グループもそれぞれ異なる能力をもった人々を含むであろう。したがって，障害者を特定の

グループとして分離し無視することはできない。能力の差は，日常生活動作にかか（関）わる能力を制限

する様々な要因から発生し，“だれでも経験すること”であるかもしれない。したがって，アクセシビリテ

ィは，幅広く定義された利用者グループを扱う。次に例を示す。 

－ 身体，感覚及び認知の障害が生まれつきあるか，又は後天的に生じた者 

－ 高齢者（高齢化率が増加しつつある。）であって，身体，感覚及び認知の能力が衰え，新規性の高い製

品及びサービスの利用が困難な者 

－ 一時的な障害をもつ者。例えば，腕を骨折した者，眼鏡をなくした者 

－ ある状況のため利用が困難な者。例えば，騒々しい環境で働く者，又は他の仕事で両手がふさがって

いる者 


